
教 育 委 員 会 告 示

◉金沢市教育委員会告示第２号

　昭和56年教育委員会告示第５号（金沢市立小学校児童通学区域）の一部を次のように改正し、令和６年４月１日か

ら効力を有するものとします。

　　令和５年８月１日

金沢市教育委員会教育長　　野　　　口　　　　　　　弘

　表明成小学校の項中「西堀川町」の次に「、東山１丁目（２番～16番、23番～32番に限る。）、東山２丁目（１番～

11番28号、14番17号～14番44号、21番～24番、25番41号～25番58号、27番、28番に限る。）、東山３丁目（６番12号を除

く。）、卯辰町、鶯町、子来町、八幡町、小橋町（１番12号～２番２号、２番42号～３番３号、３番７号～４番、５番

19号～６番９号、６番30号～６番36号に限る。）、森山１丁目（１番１号、１番19号～１番23号に限る。）」を加え、

同表馬場小学校の項を削る。

◉金沢市教育委員会告示第３号

　昭和56年教育委員会告示第６号（金沢市立中学校生徒通学区域）の一部を次のように改正し、令和６年４月１日か

ら効力を有するものとします。

　　令和５年８月１日

金沢市教育委員会教育長　　野　　　口　　　　　　　弘

　表長町中学校の項中「、馬場小学校通学町」を削る。
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